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① 実質赤字比率について

② 連結実質赤字比率について

③ 実質公債費比率について

④ 将来負担比率について

令和３年度　財政健全化審査意見書

１．審査の概要

　この財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎
となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施し
た。

２．審査の結果
（１）総合意見

   下記の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、い
ずれも適正に作成されているものと認められる。

令和３年度 令和２年度 早期健全化基準
（％） （％） （％）

実 質 赤 字 比 率 － － 13.95
連 結 実 質 赤 字 比 率 － － 18.95
実 質 公 債 費 比 率 9.4 10.0 25.0
将 来 負 担 比 率 － － 350.0

（２）個別意見

 
　各会計ともすべて黒字決算で良好な財政運営がなされており、早期健全
化基準の範囲内である。
　（実質赤字比率　－７．９６％(前年度－１０．５３％)となっている）

　
　早期健全化基準の範囲内である。
　（連結実質赤字比率－１０．８８％(前年度－１３．６０％)となってい
る）

 
　早期健全化基準の範囲内である。
（実質公債費比率９．４％(前年度１０．０％)となっている）
 


  早期健全化基準の範囲内である。
（将来負担比率－３７．３４％(前年度－１７．０４％)となっている）
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（３）総括意見

　令和３年度における財政健全化比率は前述のとおりで、申し分ない数値

となっている。

　財政運営としては数値が表すとおり、堅実な運営が継続されていると言

える。国民健康保険特別会計においては法定外繰入等による影響が大きい

とはいえ４年連続で黒字となったことに加え、財政調整基金をはじめとし

た基金の状況からは当分の間は問題がないと思われる。

　好調な財政を支えているのは、令和２年７月よりふるさと寄附金新制度

に復帰したふるさと寄附金収入による影響は大きい。しかしながら、ふる

さと寄附金に復帰し、寄附金が入ってくるようになったとはいえ、新制度

になり返礼品の制限が強化されたことから、制度から除外される以前のよ

うな多額の寄附金収入の見込みは難しいと思われる。また、普通交付税の

一本算定による交付税の減額や、メディカルコミュニティ事業等、大型事

業の実施等による起債償還の増等の影響から、数年後に財政状況が悪化す

ることも懸念される。

　このようなことから、今後の財政状況悪化に備え、新たな財源の確保や

行財政改革などを行い、なお一層効率的で費用対効果の高い財政運営に努

めることが必要である。そのためにも個々の事務事業のあり方と進め方に

ついては適宜見直していくことを望むものである。
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